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１ 久留米市の状況 

 １ 地域特性                       

１ 自然的条件 

本市は、九州一の大河・筑後川と東西に連なる耳納連山に育まれた美しい自然に

恵まれた緑豊かなまちです。 

気候は、気温の年較差や降水量の年変化が大きいものの、雪は少なく、温暖で四 

季の変化に富んでいます。年平均、最低、最高気温は短期的な変動を繰り返しながら

上昇しており、長期的には年平均気温において、100 年あたり約 4.7℃の割合で上

昇しています。 

東西 32.27ｋｍ、南北 15.99ｋｍと東西に長く、また市域に占める森林の割合は 

約 15％、住宅地や農用地の割合は約 56％と平野部が多くなっています。 

 

久留米市の降水量及び気温の推移（出典：気象庁） 
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 ２ 社会的特性                     

１ 人口・世帯数の推移 

本市の総人口（国勢調査人口）は、長年、増加傾向が続いてきましたが、2005（平

成 17）年の 30 万 6,434 人をピークに減少に転じ、2020（令和 2）年は、30 万

3,316人となりました。 

住民基本台帳人口から人口傾向を分析すると、「自然動態」については、2011

（平成 23）年度以降、「社会動態」については、2017（平成 29）年度以降、いずれも

マイナスに転じました。社会動態の傾向や政策効果を勘案した本市独自の推計にお

いて、2030年度末の総人口は 29万 5 千人、2060年度末の総人口は 25万 3

千人と見込んでいます。 

また、住民基本台帳から世帯数の推移をみると、人口増減に関わらず世帯数は一

貫して増加傾向にありますが、一世帯当たりの人数は減少しており、2010（平成

22）年は約 2.5 人/世帯であったのが、2026（令和 8）年には約 2.1 人/世帯まで

減少しています。 

 

 

久留米市の人口推移（出典：国勢調査結果） 
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２ 産業構造 

産業構造は、非製造業・サービス業等（第 3 次産業）が中心で 84.6％を占めており、

次いで建設業が 8.6％、製造業が 5.8％、農林水産業が 1.0％を占めています。 

非製造業・サービス業等の事業所数の構成比をみると、卸売・小売業が 25.4％、宿

泊業・飲食サービス業が 12.1％と高い割合を占めています。 

 

 

 久留米市の事業所構成比(出典：令和３年経済センサス) 
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３ 都市の構造と交通 

九州自動車道と長崎自動車道・大分自動車道のクロスポイントに近接するととも 

に、国道 3 号をはじめ、209 号、210 号、264 号、322 号等の国道や、広域高速鉄

道の九州新幹線及び JR鹿児島本線、JR久大本線、西鉄天神大牟田線、西鉄甘木線の

鉄道を有し、九州における交通の要衝となっています。 

人口減少が進む中、地域の活力を維持するため、公共交通と連携してコンパクトな 

まちづくりを進め、地域生活拠点の充実に向けた取組を推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   久留米市の交通網（出典：久留米市都市交通マスタープラン） 
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 ３ 温室効果ガスの排出状況と削減目標     

１ 久留米市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）  

 久留米市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）とは 

この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条に基づき、中核市に義務

付けられている法定計画で、国の地球温暖化対策計画に即して、その区域の自然的社

会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的な計画で

す。 

計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置の内

容を定めるとともに、温室効果ガスの排出量削減等を行うための施策に関する事項と

して、再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの促進、公共交通機関の利用者の利

便の増進、緑化推進、廃棄物等の発生抑制等循環型社会の形成等について定めるもの

です。 

なお、この計画は、気候変動適応法第 12 条に基づく「久留米市気候変動適応計画」

を包含しています。（具体的な取組は、「久留米市環境基本計画行動計画」に定めます。） 

 

（１） 対象とするガス 

地球温暖化対策推進法に定める 7 種類の温室効果ガスのうち、以下の 3 種類の温

室効果ガスを推計対象とします。 

代替フロン等 4 ガス（ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)・パープルフルオロカー

ボン類(PFCs)・六ふっ化硫黄(SF6)・三ふっ化窒素(NF3)）については、本市におい

ては排出量が微量なため、推計の対象としません。 

 

対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスの種類 排出源と推計内容 

二酸化炭素（CO2） 

燃料の燃焼（エネルギー消費）などから発生し、全温室効

果ガスのほとんどを占めます。本推計では、エネルギー

消費・一般廃棄物の焼却に伴い発生するものを対象とし

ます。 

メタン（CH4） 
本推計では、農業分野・廃棄物の焼却・排水処理に伴い

発生するものを対象とします。 

一酸化二窒素（N2O） 

廃棄物の焼却や肥料の施肥などから排出されます。本

推計では、一般廃棄物の焼却・排水処理・農業分野にお

ける活動に伴い発生するものを対象とします。 
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（２） 温室効果ガス排出量の推計と目標の設定       

① 温室効果ガス排出量の推計方法 

温室効果ガス排出量は環境省策定の「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・

実施マニュアル」に準拠して推計しました。 

推計方法は大きく分けて積み上げ法と按分法の 2 種類に分類されます。積み上げ

法では、民生家庭部門・民生業務部門・運輸部門（自動車）等を推計し、按分法では、産

業部門・運輸部門（鉄道）・メタン・一酸化二窒素等を推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 温室効果ガス排出量の現況推計 

２－１ 温室効果ガス総排出量 

本市における温室効果ガスの総排出量は、2021（令和 3）年度で 1,713 千 t-

CO2となっています。 

温室効果ガスの種類別構成比は、CO2 が約 97.5％を占め、メタン・一酸化二窒

素が占める割合は約 2.5％となっています。 

2021（令和 3）年度における部門別の排出割合をみると、産業部門が 38.4％、

民生家庭部門が 12.9％、民生業務部門が 16.7％、運輸部門が 26.8％となってい

ます。 

  

部門別温室効果ガス排出割合（出典：久留米市調査） 

 

産業部門

38.4%

民生家庭部門

12.9%

民生業務部門

16.7%

運輸部門

26.8%

廃棄物分野

2.9%

農業分野

2.2%

2021（令和3）年度

1,713千t-CO2

● 積み上げ法 

生産量・使用量・焼却量など、排出活動の規模を表す指標（以下「活動量」という。）のうち、久留米

市個別のデータが把握可能なものについて、データを積み上げて推計する手法 

● 按分法 

活動量のうち、久留米市個別のデータが把握困難なものついて、福岡県または国のデータを按分し

て推計する手法 
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２－２ 温室効果ガス排出量の推移 

温室効果ガス排出量の推移は、着実に減少している状況ですが、後述する 2030

年削減目標や2050年ゼロカーボンシティ実現に向けて、削減の加速化が必要な状

況です。 

また、エネルギー消費量も 2021 年度は前年度に比べ産業部門と民生業務部門

が増加しており、今後の省エネ徹底や積極的な再エネの導入が求められます。 

 

 久留米市の温室効果ガス排出量の推移（出典：久留米市調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部門別エネルギー使用量の推移（出典：久留米市調査） 

基準年度 

2,547 2,486 

2,251 2,173 
2,082 

1,824 1,841 1,797 
1,713 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

千t-CO2
グラフタイトル



8 

 

③ 温室効果ガス排出量の将来推計（現状すう勢ケース） 

３－１ 温室効果ガス削減目標設定の考え方 

本市の削減目標は、国の「地球温暖化対策計画」を踏まえて設定します。 

ただし、目標設定に当たっては、国等との連携により着実に対策を実行した場合

の削減ポテンシャルと、社会動向を踏まえた将来の温室効果ガス排出量の予測結果

に基づいて削減可能量を推計し、達成が見込めることを前提とします。 

 

３－２ 将来推計（現状すう勢ケース）の基本的な考え方 

削減目標の設定に当たり、現状どおりで追加的な地球温暖化対策を実施しないこ

とを前提とした温室効果ガス排出量（現状すう勢ケース排出量：BAU）について、原

則として下の式で将来推計を行いました。 

具体的には、各部門の分野ごとに、温室効果ガス排出量との関連性が深い活動量

を設定し、その活動量の将来予測を行い、それに『エネルギー消費原単位』と『排出係

数』を乗じて温室効果ガスの将来推計を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

将来推計に用いた活動量 

ガス 部門・分野 活動量 

二酸化炭素 

産業部門 

製造業 製造品出荷額 

建設業・鉱業 建設業・鉱業従業者数 

農林水産業 農林水産業総生産額 

民生部門 
家庭 世帯数 

業務 業務系従業者数 

運輸部門 
自動車 自動車保有台数 

鉄道 人口 

廃棄物分野 一般廃棄物の焼却 
廃プラスチック・合成繊維くず

焼却量 

メタン・ 

一酸化二窒素 

廃棄物分野 
一般廃棄物の焼却 

廃プラスチック・合成繊維くず

焼却量 

生活・商業排水の処理 世帯数・業務系従業者数 

農業分野 
水田、家畜の排せつ物

の管理など 
農林水産業総生産額 

 

 

 

現状すう勢ケースの温室効果ガス排出量 

＝ 活動量  ×  エネルギー消費原単位  ×  排出係数  
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３－３ 温室効果ガス排出量の将来推計（現状すう勢ケース）結果 

現状すう勢ケースの将来推計の結果、2030年度における温室効果ガス排出量は

1,839 千 t-CO2となりました。2013（平成 25）年度の温室効果ガス排出量と比

較した削減量は 708千 t-CO2となり、約 27.8％に相当します。 

 

 

温室効果ガス排出量の将来推計（現状すう勢ケース）結果（出典：久留米市調査） 

 

温室効果ガス排出量の部門別将来推計（現状すう勢ケース）結果（出典：久留米市調査） 
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④ 地球温暖化対策による温室効果ガス削減量の推計（対策ケース） 

国の「地球温暖化対策計画」に基づき、国が市民・事業者・行政等と連携して推進する

対策・施策等を市域全体で取り組んだ場合の削減可能量（削減ポテンシャル）を推計しま

した。推計の結果、2030 年度において約 490 千 t-CO2の削減が見込まれ、これは

2013（平成 25）年度の温室効果ガス排出量の約 19.2％に相当します。 

 

 本市における温室効果ガス排出量の削減ポテンシャル 

項  目 2030年度削減量 

産業部門 92千ｔ－CO2 

 省エネルギー設備・機器等の導入（高効率な産業設備機器の導入促進など） 

エネルギー管理の徹底      （工場への FEMSの導入促進など） 

その他対策・施策         （業種間連携による省エネ取り組みの促進など） 

民生家庭部門 145千ｔ－CO2 

 住宅の省エネルギー化   （高性能な新築住宅の建築や既存住宅の省エネ改修の普及促進など） 

省エネルギー機器の導入  （高効率な照明や給湯設備、空調などの導入促進など） 

省エネルギー行動の推進  （クールビズ・ウォームビズの促進、脱炭素な行動や製品の選択促進など ） 

その他対策・施策      （住宅用太陽光発電の導入促進など） 

民生業務部門 146千ｔ－CO2 

 建築物の省エネルギー化 

（高性能な新築建物の建築や既存建物の省エネ改修の普及促進など） 

省エネルギー機器の導入 

（高効率な照明や業務用給湯器、空調設備の導入促進など） 

省エネルギー行動の推進 

（環境マネジメントシステムの運用、クールビズ・ウォームビズの促進など） 

その他対策・施策 

（熱環境の改善や水道事業における省エネ対策など） 

運輸部門 94千ｔ－CO2 

 車両等の対策  （次世代自動車の普及促進、燃費改善など） 

その他対策   （エコドライブの普及促進、道路交通の渋滞対策など） 

その他 9千ｔ－CO2 

 バイオマスプラスチック類の普及・廃棄物焼却量の削減等 

その他ガス（CH4，N2O） 4千ｔ－CO2 

総合計 ４９０千ｔCO2 

注）数値の合計は、端数処理により合わないことがあります。 
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⑤ 温室効果ガス削減目標の設定 

現状すう勢ケースの推計【基準年度比 708千 t-CO2（27.8％）減】と対策ケースの

推計【基準年度比 490千 t-CO2（19.2％）減】とを合わせた 2030年度の削減可能

量は 1,198千 t-CO2となり、これは基準年度の温室効果ガス排出量の 47.0％に相

当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 温室効果ガス削減目標の設定 

 

 

国は、2030 年度において、温室効果ガス排出量を 2013（平成 25）年度から

46％削減することをめざし、さらに、50%の高みに向けて挑戦を続けていくと目標

を掲げています。 

 

国の温室効果ガス削減目標 (出典：地球温暖化対策計画 概要) 
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本市においても、国の目標及び削減ポテンシャルを踏まえ、部門ごとの削減目標を

以下のとおり整理し、市域全体において、基準年度比で 50％削減をめざすこととしま

す。 

また、2050年には、温室効果ガス排出実質ゼロをめざします。 

なお、上記目標に加え、2035年と 2040年の中間目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の温室効果ガス排出削減目標 

 

 

 
 

 

【参考】部門ごとの温室効果ガス排出量の削減目標 （単位：千t-CO2）

2030年度 2035年度 2040年度

産業部門 657 562(▲39％) 421(▲54％) 280(▲70％)

民生家庭部門 222 130(▲70％) 97(▲78％) 65(▲85％)

民生業務部門 286 155(▲71％) 116(▲78％) 77(▲86％)

運輸部門 459 350(▲39％) 262(▲54％) 174(▲70％)

その他 89 76(▲11％) 58(▲33％) 38(▲55％)

目標（2013年度比削減率）現状
（2021年度）

 

２０３０年度に２０１３（平成２５）年度比 ５０％削減 

２０３５年度に２０１３（平成２５）年度比 ６３％削減 

２０４０年度に２０１３（平成２５）年度比 ７５％削減 

 

温室効果ガス削減目標 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2021 2030 2035 2040 2050

（単位：千tーCO₂）

基準年度

６３％
50％ 

７５％

実質排出量 
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中央図書館 

(令和３年度竣工) 

上下水道部合川庁舎 

（令和３年度竣工） 

総合幼児センター 

（令和６年度竣工） 

三潴生涯学習センター 

（令和７年度竣工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 再生可能エネルギー導入目標について  

2030年度までの再エネ導入目標の設定にあたっては、エネルギー基本計画で示さ

れる2030年度の再エネ導入見込み量を本市の再エネポテンシャルで按分して設定し

ます。 

本市の再生可能エネルギーのポテンシャル（1,794MW）を基に算出した目標は下

表のとおりです。そして、その導入に向けては下記のとおり進めていくこととします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状値 

（2021年度） 

目標 

（2030年度） 

１１７MW ２１９MW 

再生可能エネルギー導入目標 

公共施設 ZEB化の推進状況 
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電力の地産地消を推進  

市内のクリーンセンターでは、ごみの焼却熱で発電を行っています。

この電力を有効活用するため、まずはごみ処理などの電力として宮ノ

陣クリーンセンターで使い、利用されずに余った電気は、一部を市内の

公共施設に送電し、残りは売却しています。  

このごみ焼却により発電した電力は、再生可能エネルギー（バイオマ

ス発電）として扱われますので、温室効果ガス排出量の削減につなが

ります。 

また、久留米市で作った電力を久留米市で消費する電力の地産地

消の推進にもつながり、エネルギーに関する資金の市外流出を防ぐ効

果もあります。 

 脱炭素とエネルギー循環を同時に進める電力の地産地消に今後注

目です！  

 

※補足説明：  

事業者が遠隔地に設置した自己所有の太陽光やバイオマスなどの発電設備で

発電した電気を、一般送配電事業者の送配電ネットワーク（電線）を利用して、

同事業者の工場や施設へ送電する仕組みを「自己託送」と言います。敷地内に

十分な発電設備を持てない場合でも、再エネを自家消費できる環境価値の高

い制度です。 

電線を利用して  

送電  

ごみ処理施設で  

廃棄物発電  公共施設で  

再エネ電力を使用  

エネルギーの地産地消  

（地元で発電し地元で使う）  

受電  発電  

上津クリーンセンター 宮ノ陣クリーンセンター 
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 ４ ごみの排出状況と削減目標         

１ ごみ排出量の推移 

  ごみ排出量の推移を見ると、市民や事業者の継続的な実践によるごみ減量・分別

の推進により、排出量は令和元年度以降減少傾向にあります。事業系ごみは、令和 2

年に新型コロナウイルス感染症の影響で経済が停滞し、前年に比べ約７％減少しまし

た。その後、経済活動は徐々に回復しつつありますが、排出量は横ばいで推移していま

す。 

 

 ごみ排出量の推移(災害ごみを含む) 

 
  

一人一日当たりごみ排出量の推移（災害ごみを含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一人一日当たりごみ排出量＝ごみ排出量÷人口÷年間日数 

 

【参考】 全国と中核市の一人一日当たりのごみ排出量（g/人・日） 

101,680 101,047 101,939 102,611 100,158 98,885 96,090 97,386 
91,605 

66,517 66,155 67,315 68,383 68,457 67,247 64,857 65,734 
60,104 

35,163 34,892 34,624 34,228 31,701 31,638 31,233 31,652 31,501 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

ごみ総排出量 家庭系ごみ 事業系ごみ

（ｔ）

全国（R６） 中核市（R5） 久留米市（R6） 

839ｇ 875ｇ ８36g 

594 591 603 612 615 607 587 597 548 

314 312 310 307 285 286 283 287 
288 

908 903 913 919 900 893 870 884 
836 

0g

200g

400g

600g

800g

1000g

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

家庭系ごみ 事業系ごみ
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２ 将来推計  

家庭系ごみの排出量は、平成 28 年度から令和 6 年度の実績を基に推計しまし

た。また、事業系ごみの排出量は、令和 3 年度から令和 6 年度の実績を基に推計し

ました。 

なお、将来推計は、災害ごみを除いた実績を基に推計しました。 

 

 ごみ排出量の推計 

 

 

 一人一日当たりごみ排出量の推計 

 

 

92,895 92,087 91,281 91,446 89,681 88,886 

61,799 61,061 60,491 59,594 58,866 58,141 

31,096 31,026 30,955 30,885 30,815 30,745 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

R7 R8 R9 R10 R11 R12

グラフ タイトル

ごみ総排出量 家庭系ごみ 事業系ごみ

832 
848 843 

837 834 829 824 

700

750

800

850

900

950

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

グラフ タイトル（g）

将来予測

（ｔ） 

実績値(災害ごみを除く) 
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３ 目標値の設定 

市民アンケートの結果では、限りある資源を大切に使うために無駄な消費や廃棄

を減らす取組が重要だと考える市民が約 80％となっています。今後も様々な施策

を進めることで、さらなるごみ排出量の削減をめざします。  

具体的には、一人一日当たりのごみ排出量の目標値を、推計値「824g（令和 12

年度）」から 20g削減し、「804g（令和 12年度）」に設定します。 

市民や事業者との協働をさらに進め、発生抑制やリユースなどのごみ削減に向け

た取組を継続していくことで、循環型社会の実現をめざします。 

 ※災害ごみを含む場合：８３６ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標 市民一人一日当たりのごみ排出量（g/人・日） 

現状（R6） 目標（R12） 増減 

832ｇ(災害ごみを除く) 804ｇ R6から 28ｇ削減（R12将来推計から 20ｇ削減） 

実績値(災害ごみを除く) 
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循環の輪がひろがります 

上津の里朝市の会では、家庭の生ごみを「資源」に変える、素敵なリサイクルに

取り組んでいます。 

鍵を握るのは、各家庭で手間ひまかけて乾

かした「乾燥生ごみ」です。 

本来、燃やせば二酸化炭素を出してしまう

厄介者の生ごみも、生ごみ処理機で乾燥させ

て市に持ち込めば、上津の里朝市の会の手に

よって豊かな土を作る「堆肥」へと生まれ変わ

ります。 

その栄養をたっぷり吸って育った元気野菜は、毎月第 3 日曜日のサンデーリサ

イクル（宮ノ陣クリーンセンター）で販売され、再び私たちの食卓へ戻ってきます。

乾燥生ごみを持参すれば、その場で野菜と交換することもできます。 

捨てるではなく資源として繋ぐ。この素敵な循環の輪に、あなたも加わってみま

せんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式 YouTubeで紹介しています。 

生ごみ処理機 
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 ５ 生物多様性の状況                 

１ 久留米市生物多様性地域戦略～くるめ生きものプラン～ 

 久留米市生物多様性地域戦略「くるめ生きものプラン」とは 

2008 年（平成 20 年）に施行された「生物多様性基本法」に基づいて、地方公共団

体が策定する「生物多様性の保全及び持続可能な利用」に関する基本的な計画です。 

  また、久留米市環境基本計画に掲げる基本目標の一つである「自然共生社会の構

築」の実現に向けた部門別計画に位置づけ、生物多様性の保全及び持続可能な利用

に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、今ある豊かな生物多様性

を保全し、その恵みを将来にわたり享受できるよう策定しました。 

 

(1) 課題 

私たちは、衣・食・住だけではなく、きれいな水や空気、薬の原料、天然資源など、生

物多様性から受ける恵みによって支えられており、私たちの衣・食・住に関わる製造や

流通、販売など事業活動においても、生物多様性を利用して事業活動が行われていま

す。 

しかし、私たち人間が便利で快適な暮らしを求めるなど、人間活動（開発、乱獲、汚

染、外来種、気候変動など）によって、生態系や他の生きものたちに深刻な影響を与え、

過去に類を見ない速度で生物多様性が減少し続けており、私たち人間の生活基盤その

ものを脅かす深刻な危機となっています。 

そもそも生物多様性の危機の根底には、生物多様性の重要性に対する知識の不足

や関心の低さがあり、私たち人類の生存・生活に不可欠な存在であるとの価値観を社

会全体に広く浸透させ、行動につなげていく必要があります。 

特に、生物多様性の保全の重要性や具体的な取組等に関する地域全体への理解が

十分進んでいない現状を踏まえて、市民、事業者、行政が連携した協働による啓発イベ

ントの開催や各種学習会の開催等に取り組むとともに、それらの「学び」を具体的な活

動に繋げていくための協働による社会的な枠組みづくりに取り組むことが課題です。 

 

(2) 対 象 地 域   久留米市全域 

(3) 基 本 理 念   「自然とふれあい、自然と生きるまち くるめ」を目指す 

(4) 計 画 期 間   20２６（令和８）年度～20３０（令和１２）年度 

(5) 施 策 の方 向  生物多様性の保全及び自然環境の持続可能な利用 

(6) 施策推進の視点  「ひとづくり」「まちづくり」「しくみづくり」の視点に基づく施 

策の推進 
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(7) 成 果 指 標  自然や生きものを守るための活動や行動をしている人の割合 

                   【現状】58.6％（2025）⇒【目標】85.0％（2030） 

(8) 進 行 管 理  「久留米市環境基本計画行動計画」で進捗状況を管理し、施策の

成果を把握する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす環境像   自然と人間とが共生し、持続的な発展が可能な都市・久留米 

基本目標 

  循環型社会の構築 脱炭素社会の構築 

協働による持続可能な地域社会づくり 

久留米市生物多様性地域戦略～くるめ生きものプラン～ 部門別計画 

視 点 ひとづくり  まちづくり しくみづくり 

自然とふれあい、自然と生きるまち くるめ 基本理念 

環境基本計画の基本目標の自然共生社会の構築を実現するための部

門計画として、生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた指針。 

 

環境基本計画 

生きものプラン 

自然環境の持続可能な利用 生物多様性の保全 施策の方向 
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2 市政アンケートモニター「くるモニ」生物多様性に関する調査結果 

 

Ⅰ 調査の目的 

市民の方の市政に関する意向やニーズを把握し、市の施策推進の参考データとして

活用するとともに、市民の市政への関心を高め、理解を深める。 

 

Ⅱ 調査テーマ 

「生物多様性の保全」自然環境に関する意識や行動について 

 

Ⅲ 調査概要 

１． 調 査 地 域 ・・・ 久留米市全域 

２． 調査対象者 ・・・ 満 15歳以上の久留米市民 

３． 調 査 方 法 ・・・ インターネット調査 

４． 調 査 期 間 ・・・ 令和 7年 12月 4日（木）から 12月 17日（水）まで 

５． モニター数 ・・・ 600人 

６． 回 収 結 果 ・・・ 回収数 425人、回収率７０．８％ 

 

Ⅳ 回答者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■性別 (%) 

女 性 ５６．０ 

男 性 ４４．０ 

（   ） ０ 

合 計 １００ 

 

■年齢 （％） 

１５～１７歳 ４．７ 

１８～１９歳 ３．３ 

20歳代 ８．０ 

30歳代 １５．８ 

40歳代 ２２．６ 

50歳代 ２０．９ 

60歳代 １７．６ 

70歳以上 ７．１ 

合計 １００ 

 

■職業 （％） 

農林漁業 ０．５ 

自営業 ４．９ 

給与所得者 （常

勤） 
５０．８ 

パート・アルバイト 

（学生は除く） 
１４．６ 

学生 ９．６ 

家事に専念 ７．３ 

無職 ９．４ 

その他 ２．８ 

合計 １００ 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 「生物多様性」※という言葉を知っていますか。 

（あてはまるものを 1つ選んでください） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

問２ 現在久留米市では、「生物多様性」の認知度向上、自然環境保全意識の高揚のた

め、主に子どもを対象とした啓発イベントを企業等と協働で実施していますが、今

後、各世代に応じた啓発を実施していきたいと考えています。「生物多様性」につい

てより多くの人に知っていただくために、どのような啓発が効果的だと思います

か。（あてはまるものをいくつでも選んでください） 

 

※生物多様性とは 

 多種多様な生きものが存在し、それらが「食べるー食べられる」の関係をはじめ、複雑に関わ

り合いながら自然環境が成り立っていること。 

■居住ブロック （％） 

東部 １１．１ 

北部 １２．０ 

中央東部 １４．４ 

南東部 ９．２ 

中央部 １５．１ 

中央南部 １８．４ 

南西部 ９．６ 

西部 １０．４ 

合計 １００ 

 

ブロック別 対応する校区 

東部 山川・山本・草野・善導寺・大橋・船越 

水分・柴刈・川会・竹野・水縄・田主丸 

北部 小森野・合川・宮ノ陣・北野・弓削・大城・金

島 

中央東部 西国分・東国分・御井 

南東部 上津・高良内・青峰 

中央部 荘島・日吉・篠山・京町・南薫・長門石 

中央南部 鳥飼・金丸・南・津福 

南西部 荒木・大善寺・安武 

西部 城島・下田・青木・浮島・江上 

犬塚・三潴・西牟田 
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問３ 自然や生きものを守ることを意識して、何か活動や行動をしていますか。 

（あてはまるものを 1つ選んでください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このような活動や行動が、自然や生きものを守るためにつながります。 

⚫ リサイクルや省エネに取り組む 

⚫ 近所へ行く際、徒歩、自転車を利用する 

⚫ 旬の食材や地元で生産されたものを食べる 

⚫ 詰め替え用商品等、環境にやさしい商品を購入する 

⚫ 緑のカーテンづくりをする 

⚫ 山や川に行って、自然とふれあう 

⚫ ペットは最期まで責任をもって育てる 

⚫ 手作り堆肥で、野菜等をつくる 

⚫ 地域の清掃活動に参加する 

１ 広報紙「広報くるめ」の活用 

２ チラシ、ポスター、リーフレット等の紙媒体の広報物 

３ 市ホームページ、市 SNS等のインターネットでの発信 

４ いきものクエスト、SNS のバナー広告等の新たなデジ

タル技術の活用 

５ 生物多様性に関するロゴマーク、イメージキャラクタ

ー、グッズ等の作成 

６ 生物多様性に関する絵画、作文等のコンクールの開催 

７ 生物多様性に関する講演会、ワークショップ等の開催 

８ 企業や市民団体等と協働した啓発イベントの開催 

９ 外来種駆除、希少種の生息域外飼育等の自然環境保

全活動の体験 

10 その他 
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問４ この１年くらいの間に、身近に自然を感じたり、生きものと自ら進んでふれ 

あったりしたことがありましたか。（あてはまるものを 1つ選んでください） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 問４で「１ あった」と回答された方におたずねします。 

身近に自然を感じたり、生きものと自ら進んでふれあった場所はどこですか。（あて

はまるものをいくつでも選んでください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 久留米市では、自然環境調査を実施して、５地区（地図 A～E）の「優れた生態系

を有する地域」を選んでいます。また、平成２７年に環境省より「生物多様性保全上

重要な里地里山」として田主丸の竹野地区（地図 F）が選定されています。以下の

地域の中で、あなたが特に守るべき自然環境を有すると思う場所はどこですか。

（あてはまるものを 1つ選んでください） 

 

 

１ 川やため池などの水辺      

２ 自宅の庭先 

３ 畑や田んぼなどの農地      

４ 耳納連山の山並みや里地里山   

５ 公園や公共施設             

６ その他 
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問７ 「生物多様性の保全」「自然環境の持続可能な利用」を推進していく場合、市が重

点的に取り組むべきであると思うことは何ですか。（あてはまるものを 1つ選ん

でください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  城島町の浮島地域（地図Ａ） 

２ 広川河口付近（地図Ｂ） 

３ 高良山周辺（地図Ｃ） 

４ 鎮西湖付近（地図Ｄ） 

５ 筑後川中流域の恵利堰周辺（地図Ｅ） 

６  田主丸町竹野地区の里地里山（地図Ｆ） 

７  わからない 

１ 絶滅の恐れのある野生生物やその生息地の保護など「希少生物の保

全」 

２ 緑化などによる「市街地での生態系の保全」 

３ 河川や公園、耳納山地など地域資源を生かした「自然とのふれあいの

場の創出」 

４ 森の造林、保育など「山林の保全、再生」 

５ 環境に配慮した公共工事など「生きものの移動などに配慮した施策

の推進」 

６ 侵略的外来種（アライグマ、セアカゴケグモなど）の防除など「外来種

への対応」 

７ 有害鳥獣（シカ、イノシシなど）の調査、捕獲など「有害鳥獣への対応」 

８ 中山間地域の持続的な農業活動支援など「田園などの里地里山の保

全、再生」 

９ その他 

１   ２   ３   ４ 

５   ６   ７        

１   ２   ３   ４   ５ 

６   ７   8   9 
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問８ 近年、自然環境や生物多様性の保全に取り組む企業が増えています。企業に対

して期待することは何ですか。（あてはまるものをいくつでも選んでください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 環境に配慮した商品・サービスは、そうでない商品・サービスと比較して、価 

格が高い傾向にあります。環境に配慮した商品・サービスの価格についてどのよ

うに考えますか。（あてはまるものを 1つ選んでください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自然環境や生物多様性に配慮した原材料調達や商品・サービ

スの提供を行うこと 

２ 省エネ、自然エネルギーの活用等の地球温暖化防止対策を行

うこと 

３ 資源節約・再利用、廃棄物削減等の資源循環の取組を行うこ

と 

４ 事業活動による生物多様性への影響を評価し、情報開示を行

うこと 

５ 企業の敷地内でのビオトープ整備、緑化の促進を行うこと 

６ 整備したビオトープ、緑地等を地域に開放し、啓発イベント等

に活用すること 

７ 整備したビオトープ、緑地等を自然共生サイトとして登録、管

理を行うこと 

８ 生物多様性の保全に取り組む市民団体、地方自治体等に寄付

をすること 

９ 特に期待することはない 

１０ その他 

１ 価格が高くても環境に配慮した商品・サービスを選択する 

２ 価格が多少高い程度であれば環境に配慮した商品・サービス

を選択する 

３ 価格が高ければ環境に配慮した商品・サービスを選択しない 

４ 特に意識していない 

５ その他 

１   ２   ３   ４   ５        
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３ 久留米市自然環境調査結果（概略） 

自然環境調査は、特定の地域における動植物の生息環境を評価し、その地域に固有

の生物種の保護に向けた対策を検討するとともに、外来種の影響や生息環境の変化

を監視することで、自然環境の持続可能な管理を実現しようとするものです。 

 

（１） 調査概要 

 本市の自然を、筑後川周辺（汽水域）、筑後川周辺（中流域）、低平地、平地、複合扇状

地、丘陵地、山地の大きく７つに分類し、過去の調査結果で豊かな生態系を有する地

域や野生絶滅に極めて近い動植物が確認されている地域など、指標的かつ特徴的な

地域を、専門家へのヒアリングにより、12 箇所選定しました。調査対象は植物・植生、

哺乳類、は虫類、両生類、昆虫類、水生生物、鳥類とし、併せて、久留米市の自然環境等

に関する文献調査も実施しました。 
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（２）調査時期 

 

（３）調査結果 

平成３０年度から令和元年度の２ヵ年で実施した自然環境調査では、植物や鳥類、昆

虫類などあわせて 2,852 種（うち重要種 354 種、特定外来生物 13 種）の動植物を

確認しました。※文献調査も含む 

 

■調査対象ごとの確認種数（文献調査も含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査箇所 環境分類 

調査項目 

植物 哺乳類等 鳥類 昆虫類 魚類 

春・秋 春・冬 適期 夏・秋 夏 

１ 浮島地区 低平地（干満の影響を受ける地域） ● ● ● ● ● 

２ 広川河口① 筑後川周辺（汽水域） ● ● ● ● ● 

３ 広川河口② 筑後川周辺（汽水域） ● ● ● ● ● 

４ 高良山周辺 山地 ● ● ● ●  

５ 恵利堰周辺 筑後川周辺（中流域の河畔林地域） ● ● ● ● ● 

６ 鎮西湖① 筑後川周辺（中流域の旧河道内） ● ● ● ● ● 

７ 鎮西湖② 筑後川周辺（中流域の旧河道内） ● ● ● ● ● 

８ 竹野地区 複合扇状地 ● ● ● ● ● 

９ 大善寺・高三潴 低平地（クリーク地帯） ● ●  ● ● 

10 高良台 丘陵地 ● ● ● ● ● 

11 高良川河口 筑後川周辺（中流域の支川流入部）    ● ● 

12 北野赤司 平地（支川流入部の後背地）   ●  ● 

調査箇所数 10 10 10 11 11 

調査回数（調査箇所数×実施回数） 20 20 20 22 11 

（注 1）特定外来生物：「特定外来生物に

よる生態系等に係る被害の防止に関す

る法律」に規定されている、生態系や農

林水産業などへ被害を及ぼす、又は及ぼ

すおそれがある外来種 

 

（注 2 ）重要種：環境省レッドリスト

（2019）、福岡県レッドデータブックなど

に記載されている絶滅危惧種等 

分類 確認種 重要種 
特定 

外来生物 

植 物 1,404 113 6 

哺乳類 19 4 １ 

は虫類 14 5 ０ 

両生類 14 9 １ 

昆虫類 1,113 108 ０ 

水生生物 143 67 ３ 

鳥 類 145 48 2 

合 計 2,852 354 13 
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久留米市の地形の大部分は低地であり、住宅地、農耕地や、筑後川を主とする河川

が広がるため、確認された重要種は、農耕地や河川、人里に近い樹林帯等を主な生息、

生育環境とするものが多く、久留米市の環境を反映していました。 

平成 22年の状況と比較すると、筑後川周辺（汽水域と中流域）は、河川環境及び周

辺の土地利用に大きな変化はなく、自然環境は維持されています。 

低平地（クリーク地帯）、平地のほとんどは農耕地で、自然環境に大きな変化はなく、

以前に比べ、コガタノゲンゴロウやメダカ等の水辺の植生を利用する重要種の確認頻

度が増加しており、水辺環境が豊かになっています。 

丘陵地には、多数のため池が存在し、周辺の裸地、草地が、遷移の進行により二次林

へと移り変わっているため、水域と隣接する樹林地を利用するニホンアカガエルが利

用しやすい環境へと変化しており、また、同様の樹林は、丘陵地を利用するオオタカ、

ハイタカ等の猛禽類が利用できる環境となっています。 

複合扇状地、山地は、現地調査での確認種に大きな変化がなく、環境が維持されて

いると考えられます。 

これまで確認されていないキベリマメゲンゴロウ等の重要種の新規確認やタコノア

シ、ヌマガヤ等の群落が継続して成立していること、市域における植生が変わらないこ

とから、総評として久留米市の自然環境に大きな変化はないと考えられます。 

 

 

  

確認された主な重要種 網掛けは新たに確認された重要種 

植物 

エダウチホングウシダ、カミガモシダ、ナガバノウナギツカミ、コギシギ

シ、ニッケイ、コウホネ、ツキヌキオトギリ、ホザキキケマン、コイヌガラ

シ、タコノアシ、ミズマツバ、イヌセンブリ、シタキソウ、ミゾコウジュ、カ

ワヂシャ、スズムシバナ、ホソバオグルマ、シバナ、ヒメコウガイゼキショ

ウ、ミズタカモジ、ヌマガヤ 

ほ乳類 カヤネズミ 

は虫類・両生類 ニホンヒキガエル、ニホンアカガエル 

昆虫類 

コオイムシ、マイマイカブリ、ホソマルチビゲンゴロウ、キベリマメゲンゴ

ロウ、コガタノゲンゴロウ、ウスイロシマゲンゴロウ、スジヒラタガムシ、

ヤマトアシナガバチ、キバラハキリバチ 

水生生物 

ニホンウナギ、ヤリタナゴ、アブラボテ、カゼトゲタナゴ、ウグイ、ゼゼ

ラ、ツチフキ、ドジョウ、アリアケスジシマドジョウ、アユ、ミナミメダカ、

トビハゼ、ベンケイガニ、ハラグクレチゴガニ 

鳥類 

オシドリ、ササゴイ、チュウサギ、タゲリ、ケリ、コアジサシ、ミサゴ、ハイ

タカ、オオタカ、ノスリ、ツリスガラ、コシアカツバメ、オオヨシキリ、オオ

ルリ 
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キベリマメゲンゴロウ 

タコノアシ ハラグクレチゴガニ 

オオルリ 

九環協提供 

カヤネズミの球巣 

アライグマが急増 

アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律（外来生物法）」により、特定外来生物に指定されており、屋根裏に住み着

いたり、農作物に深刻な被害を与えたりするなど、全国的に大きな問題とな

っています。 

市内においても、平成２４年度に初めて確認されて以降、アライグマの分布

拡大・個体数増加により、被害も拡大しており、箱ワナを貸出して防除を行っ

ています。 

〇被害に遭わないための予防措置 

・ペットの残り餌を放置しない。 

・農作物の未収穫物、落果実等を農地や庭 

先に放置しない。 

・侵入口になる隙間（縁の下、軒下など）を 

なくす。 

・屋根に登れるような庭木の枝を剪定する。 
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生物多様性の国際目標「昆明モントリオール生物多様性枠組」の概要 

2022年 12月に開催された生物多様性条約第 15回締約国会議（COP15）

で、2050年までのビジョン「自然と共生する世界」と４つのゴール、及びこれを

達成するための 2030年までのミッションとして、自然を回復の軌道に乗せるた

めの緊急行動「ネイチャーポジティブ」が求められています。 

「ネイチャーポジティブ」を実現させるために、２３のターゲットとして「３０ｂｙ３０」

など、新たな世界目標が採択されました。 

昆明・モントリオール生物多様性枠組の構造 

2030年ミッション 
生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せるための緊急な行動をとる 

２０３０年ターゲット 

（１） 生物多様性への脅威を減らす 

１． 生物多様性保全のための空間計画の策定 

２．劣化した生態系の３０％を再生 

３．陸・海の３０％を保護地域・OECMより保全 

４．絶滅リスクの低減と野生動物との軋轢を回避 

５．持続可能かつ合法な利用・採取・取引 

６．侵略的外来種の侵入や定着を５０％以上削減 

７．化学物質などの半減やプラスチック 

８．自然活用の解決策、気候変動影響の最小化 

（２）人々のニーズを満たす 

９．野生種の管理や社会・経済的利益の確保 

１０．農業・漁業・林業の持続的管理、生産性の回復 

１１．自然の寄与（NPC）の回復、維持、強化 

１２．都市部の緑地・親水空間の確保 

１３．遺伝資源の利益配分や配分の増加 

2050年ビジョン 自然と共生する世界 

2050年ゴール 

A 

・生態系の健全性、連続性、レジリエンスの維持・強化・回復、自然生態系の面積増

加 

・人による絶滅の阻止、絶滅率とリスク削減、在来野生種の個体数増加 

・遺伝的多様性の維持、適応能力の保護する 
B ・生物多様性が持続可能に利用され、自然の寄与（NCP）が評価、維持、強化する 

C 

・遺伝資源、デジタル配列情報（DSI）、遺伝資源に関連する伝統的知識の利用によ

る利益の公正かつ衝兵な配分と 2050 年までの大幅な増加により、生物多様性

保全と持続可能な利用に貢献する 

D 
・生物多様性の資金ギャップ（年間 7,000 億ドル）を徐々に縮小し、枠組み実施の

ための十分な実施手段を確保する 

（３）ツールと解決策 

１４．生物多様性の価値を政策などに統合 

１５．事業者が生物多様性リスク等の評価・開示 

１６．食料廃棄の半減、過剰消費の大幅な削減 

１７．バイオテクノロジー管理などの措置を確立 

１８．生物多様性に有害な補助金 5,000 億ドルを

段階的に削減 

１９．資金源から年 2,000 億ドル増加、途上国は

年３００億ドルまで増加 

２０．能力構築や技術開発の強化 

２１．生物多様性に関するデータへのアクセス確保 

２２．先住民など多様な主体による意思決定 

２３．生物多様性に関連する意思決定にジェンダー

平等の確保 

※環境省暫定訳を参考に作成 
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待ったなし！絶滅の危機 

久留米市は、北部に筑後川、南東部には耳納山地が連なり、汽水域や丘陵地

など、豊かで多様な自然環境がありますが、市内でも個体数や分布域が減少

し、絶滅のおそれが高まっている種が 354種います。（※H3０年・R1年調査） 

本来、生息・生育をしている場所を保護していくことが重要ですが、土地の改

変などの環境変化による絶滅を回避するために、市では生息地以外の安全な

場所で保護をして、絶滅を回避する「生息域外飼育」を行っています。 

今後、生息・生育地の保護や生息域外飼育で増殖した個体の野生復帰を目指

していかなければなりません。 

○生息域外飼育 

和 名 形態・生息環境など 絶滅の危険性 

ヒシモドキ ヒシの葉に似ており、ため

池や河川などに生える浮葉

性の一年草で、花期は７～

９月。市内の生育場所は１

箇所のみ。 

護岸工事や水質汚濁等によ

り自生地が激減している。 

国：絶滅危惧ⅠＢ類 

県：絶滅危惧ⅠＡ類 

カワバタモロコ 河川や農業水路に生息し、

繁殖期のオスは黄金色にな

り、岸際の冠水した植生帯

で繁殖する。市内の生育場

所は 1箇所のみ。 

生息環境の改変、オオクチ

バスなどの侵略的外来種の

捕食により激減している。 

国：絶滅危惧ⅠＢ類 

県：絶滅危惧ⅠＡ類 

オニバス やや富栄養化したため池に

生育し、葉を水面に浮かせ

る水生の１年草で、葉は時

に直径２ｍ以上にもなる。

市内の生育場所は 2箇所。 

ため池改修などにより生育

場が消失している。 

国：絶滅危惧Ⅱ類 

県：絶滅危惧ⅠＢ類 

ニッポンバラタナゴ 河川、水路などに生息し、

繁殖期のオスは綺麗なバラ

色になり、メスは淡水二枚

貝のエラの中に卵を産みつ

ける。 

近縁外来種との交雑や侵略

的外来種の捕食により激減

している。 

国：絶滅危惧ⅠＡ類 

県：絶滅危惧ⅠＡ類 

コウホネ 河川、水路などに群生する

抽水性の多年草で、根茎の

ゴツゴツした感じが骨に似

ていることから、名前の由

来。市内の生育場所は 2箇

所。 

 

河川改修、水質汚濁、植栽

のための採集により激減し

ている。 

国：― 

県：絶滅危惧ⅠＢ類 

 

オニバス 

ニッポンバラタナゴ 

カワバタモロコ 

ヒシモドキ 

コウホネ 
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 ６ 環境教育の状況           

１ 久留米市環境教育等行動計画 

久留米市環境教育等行動計画とは 

この計画は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（環境教育等

促進法）第８条に基づき、都道府県及び市町村が策定に努めるもので、主な内容は

以下のとおりです。 

○ 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に

関する基本的な事項 

○ 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に

関し実施すべき施策に関する事項 

○ その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の

推進に関する重要な事項 

また、市民一人一人が環境意識を高め、全員参加型の環境保全活動を通じて、地

域全体の取組が継続的に広がっていくための基本的な指針となるものです。 

 

 

（１） 環境教育の分類 

主体 取組など 

家庭 
・家族間の学び合い 

・生活における実践 

教育機関 

（幼稚園、保育園、小中高大学など） 

・発達段階に応じた環境教育の実施 

・ＥＳＤの視点取り入れ 

・多様な主体との連携 

・人材育成（生徒、教職員） 

事業者 

・社内研修 

・経営における実践 

・学習会や啓発イベントの実施 

・人材育成（社員） 

市民団体 

（地域コミュニティ組織、市民公益活動

団体など） 

・地域学習会の開催 

・地域事業における実践 

・専門性を生かした指導や助言 

・人材育成（市民など） 

市 

・庁内研修 

・行政計画等の作成や共有 

・協働の深化に向けた取組推進 

・事業における実践 

・出前講座や啓発イベントの実施 

・人材育成（職員） 
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（２） 協働による啓発事業の事例 

事業名 概要 

WEB環境フェア 

毎年 6月の環境月間に合わせてオンラインと一部対面で開

催される環境イベント。事業者や市

民団体等との協働によるワークショ

ップやポータルサイトでの動画配信

等による啓発を実施。 

自然観察会 

市と事業者や市民団体等が協働で定期的に自然観察会を

開催。事業者所有地での自然観察会、川の生きもの観察

会、野鳥観察会、昆虫観察が代表的。 

各種イベントへのブース出展 

大学の学園祭や土曜夜市などのイベント主催者と連携し、

市や事業者が環境啓発ブースを出展することで、ごみ削減

や環境美化を啓発。 

絆補助金 

「久留米市市民活動・絆づくり推進事業費補助金」を活用

し、市民団体と協働し未就学児対象の環境ワークショップ

を実施。 

環境学習会 

事業者や市民団体等と連携し、子ども向け・大人向けの出

張環境学習会を実施。地球温暖化、環境美化、プラスチック

ごみ、食品ロス、生物多様性など、内容は多岐にわたる。 

エコ体験講座 

宮ノ陣クリーンセンター内の環境交流プ

ラザで、月 2回程度、牛乳パックや廃材

を使った工作等を実施。子どもから大

人まで楽しみながら環境について学ぶ

講座。 

環境交流プラザサポーター 

市がボランティアスタッフを募集し、協

働で啓発を実施。活動内容は、環境交

流プラザの来館者対応・展示物の説

明、イベント・講座のサポートや企画運

営、施設見学の案内など。 

エコめいと 
市がボランティアスタッフを募集し、協働で啓発を実施。活

動内容は、各種啓発イベントや環境教室の補助など。 

※第３章第５節の成果指標「様々な主体との協働による啓発事業」の事例(既存事業抜

粋) 
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【参考】環境省「環境教育等の推進に関する基本的な方針の概要について」（抜粋） 
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【参考】「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進 

 に関する基本的な方針（令和６年５月 14 日閣議決定）」（抜粋） 

 

環境教育の目的・視点（例） 

【育みたい力】 

・問題や現象の背景を理解する力 

・多面的かつ総合的なものの見方を重視し体系 

的に思考する力（システム思考） 

・物事を批判的にとらえ代替案を思考する（クリ 

ティカル思考） 

・創造的に思考する力 

・未来像を予測して計画を立てる力 

・データや情報を分析する力 

・協調的に課題を解決する力 

・複雑さやリスクに対応する力 

・コミュニケーションをとる力 

・リーダーシップを発揮する力 

・シティズンシップを発揮して市民として参加す 

る力 など 

 

【強調したい視点】 

・地球規模及び身近な環境の変化に気づくこと 

・環境に関わる問題を科学的かつ客観的にとら 

えること 

・環境に関わる問題の多面性を認め、多様な視 

点から公正な態度でとらえること 

・資源の有限性や自然環境の不可逆性を理解す 

ること 

・ライフサイクル（生産・流通・消費・廃棄）の視点 

で経済社会システムの環境負荷をとらえること 

・環境負荷とそれに伴うリスクを生み出してい 

る社会経済の仕組み、生活や文化のあり方を省 

みること 

・豊かな環境とその恵みを大切に思う心をはぐ 

くむこと 

・人間を含む生態系の中のいのちの大切さ、い 

のちの支え合いを学ぶこと など 

【育みたい態度】 

・市民として責任ある行動を取る態度 

・他者と協力する態度 

・つながりを尊重する態度 

・進んで参加する態度 

・自身の行動変容を進めようとする態度 など 

 

【育みたい価値観】 

・環境の尊重 

・人間の尊重 

・多様性の尊重 

・包摂性の尊重 

・非排他性 

・機会均等 

・平和と非暴力 など 
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ワケルンジャーとともに未来へ！  

「ごみの分別、ちゃんとできていますか？」  

そう聞かれたら、少しだけ背筋が伸びます。でも、もしそれを分別のヒ

ーローに聞かれたらどうでしょう。 

「分別救助隊ワケルンジャー」は、2000 年の環境イベント「エコフェ

スタ」で非公式ながらデビューを果たし、ごみの分け方・出し方、限りあ

る資源の大切さを市民に伝えることを使命とし、これまで、市のイベン

トや学校での出前授業に駆けつけてきました。  

また、2021 年からは活動の場をオンラインにも広げ、6 月の WEB

環境フェアで YouTube 動画を公開し続ける姿は、もはや久留米の夏

の風物詩となっています。 

会場でポーズを決める姿や、清掃活動をする姿、思わず笑顔になる、

そんな親しみやすさが、難しく感じがちな環境の話題をぐっと身近に

「これならできそう」に変えてくれます。  

マイバックを使う、ペットボトルのキャップを外して分別に出す、そん

な何気ない瞬間に、ワケルンジャーは寄り添います。環境配慮は、大き

な決意ではなく、小さな習慣から。 

さあ、今日もワケルンジャーとともに未来へ！  
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３ 改定の経過 

 １ 久留米市環境審議会等の開催状況など   

（１） 環境審議会等の開催状況 

 

開催時期 協議事項等 

令和 7年 4月 16日 

第１回久留米市ゼロカーボンシティ推進本部 

【議事】 

・次期久留米市環境基本計画策定について 

・環境基本計画に基づく行動計画の 2023年度実績について 

令和 7年 5月 12日 

第１回久留米市環境審議会 

【諮問】久留米市環境基本計画について 

【議事】 

・次期久留米市環境基本計画策定について 

・環境基本計画に基づく行動計画の２０２３年度実績について 

令和 7年 11月 6日 

第２回久留米市ゼロカーボンシティ推進本部 

【議事】 

・次期久留米市環境基本計画（素案）について 

令和 7年 11月 10日 

第２回久留米市環境審議会 

【議事】 

・第四次久留米市環境基本計画（素案）について 

令和 8年 1月 16日 

第３回久留米市ゼロカーボンシティ推進本部 

【議事】 

・第四次久留米市環境基本計画（原案）について 

令和 8年 1月 21日 

第３回久留米市環境審議会 

【議事】 

・第四次久留米市環境基本計画（原案）について 

令和 8年 3月 6日 

～3月 13日 

（書面会議） 

第 4回久留米市環境審議会 

【議事】 

・第四次久留米市環境基本計画答申について 
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（２） 久留米市環境審議会 委員名簿 

 

令和７年６月３０日現在 

番号 所属 役職 氏名 

1 
一般財団法人 九州環境管理協会 

（九州大学 名誉教授） 
理事長 島岡 隆行 

2 久留米工業高等専門学校 生物応用化学科 教授 中嶌 裕之 

3 久留米工業大学 建築・設備工学科 准教授 本松 賢治 

4 久留米大学  医学部 教授 石竹 達也 

5 聖マリア学院大学 看護学部 教授 井手 悠一郎 

6 久留米市農業協同組合総務企画部総務課 課長代理 前田 望美 

7 久留米商工会議所 常議員 野田 豊國 

8 くるめクリーンパートナー 代表 髙橋 和子 

9 久留米市校区まちづくり連絡協議会 幹事 稲益 英孝 

10 久留米市女性の会連絡協議会 会長 江上 昭子 

11 久留米市地区環境衛生連合会 常任理事 鐘ヶ江 一枝 

12 高齢者快適生活つくり研究会 代表 吉永 美佐子 

13 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 環境長 堤 裕嗣 
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（３） 久留米市環境基本条例 

平成１１年３月３１日 

久留米市条例第１５号 

久留米市環境保全基本条例（昭和４８年久留米市条例第４７号）の全部を改正する。 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 良好な環境の保全及び創造に関する施策 

第１節 施策の基本方針等（第７条―第１２条） 

第２節 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策（第１３条―第１８条） 

第３節 環境保全協定（第１９条・第２０条） 

第３章 久留米市環境審議会（第２１条） 

附則 

わたしたちは、昭和４８年に久留米市環境保全基本条例を制定し、環境保全に係る基本的姿勢を示

し、我がふるさとを水と緑の人間都市とするために懸命の努力を続けてきた。 

しかしながら、豊かさや利便さを追求してきた生活の営みやそれを支えてきた社会経済活動は、資

源やエネルギーの大量消費をもたらし、地球的規模の広がりと将来の世代にわたる環境問題を生み出

してきている。かけがえのない地球を守り、恵み豊かな環境を保全しながら将来の世代に引き継ぐこ

とは、わたしたちの願いであり、また責務である。 

わたしたちは、市、市民、事業者のすべてのものの協働による循環を基調とする社会の形成によ

り、自然と人間とが共生し、持続的な発展が可能な都市・久留米を実現していくことを決意し、ここ

に、新たに久留米市環境基本条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事

業者の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定

めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で

文化的かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。 
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(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野

生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境

の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的かつ快適な生活の確保に寄

与するものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土

壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び

悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接

な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 良好な環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的かつ快適な生活を営む上で必要とする良

好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。 

２ 良好な環境の保全及び創造は、自然と人間とが共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可

能な循環を基調とする社会を構築することを目的として、すべてのものの公平な役割分担の下に、

自主的かつ積極的な取組によって行われなければならない。 

３ 地球環境保全は、市、市民及び事業者が自らの課題であることを認識して、それぞれの事業活動

及び日常生活において積極的に推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、良好な環境の保

全及び創造に関し、市域の自然的社会的条件に応じた総合的な施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他の良好な環境

の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する

施策に協力する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴う環境への負荷の低減その他の良好な環

境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関す

る施策に協力する責務を有する。 

第２章 良好な環境の保全及び創造に関する施策 

第１節 施策の基本方針等 

（施策の基本方針） 

第７条 市は、基本理念の実現を図るために、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的

に推進するものとする。 

(1) 公害を防止することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図り、市民が健康で文化的
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かつ快適な生活を享受できる社会を実現すること。 

(2) 水や緑に親しむことのできる都市空間、地域の個性を活かした美しい景観及び居住環境並びに

良好な環境の保全及び創造に資する施設を整備することにより、潤いと安らぎのある快適な都市

環境を創造すること。 

(3) 歴史的、文化的遺産を保存し、及び活用することにより、伝統と文化の香り高い都市環境を確

保すること。 

(4) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保、森林、農地、河川

等における多様な自然環境の保全、緑の創出等を図ることにより、自然と共生する豊かな環境を

創造すること。 

(5) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用並びにエネルギーの消費の抑制及び有効利用を積極的に推

進することにより、循環を基調とする社会を実現すること。 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、良好

な環境の保全及び創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を策定するものと

する。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 良好な環境の保全及び創造に関する目標 

(2) 良好な環境の保全及び創造に関する施策の大綱 

(3) 良好な環境の保全及び創造に関する配慮指針及び行動計画 

(4) 前３号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する重要な事項 

３ 市長は、科学技術の進展、社会状況の変化等を勘案して必要があると認めるときは、環境基本計

画を変更するものとする。 

（環境基本計画の策定手続） 

第９条 市長は、環境基本計画を策定する場合においては、あらかじめ市民、事業者又はこれらのも

のの組織する団体（以下「市民等」という。）の意見を反映するように努めるとともに、第２１条

に規定する久留米市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

３ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（市の施策と環境基本計画との関係） 

第１０条 市長は、市の施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画の定めるところに

従い、良好な環境の保全及び創造について配慮しなければならない。 

（年次報告書の作成及び公表） 

第１１条 市長は、毎年、市域における環境の状況、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等

についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。 
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（推進体制） 

第１２条 市長は、市の機関相互の調整及び市民等との協力を図り、良好な環境の保全及び創造に関

する施策を推進するための体制を整備するものとする。 

第２節 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策 

（公共的施設の整備の推進） 

第１３条 市は、良好な環境の保全及び創造に資するため、下水道、廃棄物処理施設、公園その他の

公共的施設の整備を積極的に推進するものとする。 

（緑豊かな環境の確保） 

第１４条 市は、森林その他の緑が有する良好な環境の保全上の機能を重視し、森林等の保全及び整

備、市街地等における緑化の推進並びに緑に包まれた魅力ある都市空間の形成に努めるものとす

る。 

（環境教育及び環境学習の振興） 

第１５条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興に資するため、良好な環境

の保全及び創造に関する啓発活動の推進、人材の育成、市民相互の交流の機会の拡充その他の必要

な措置を講ずるものとする。 

（市民等の自主的な活動の促進） 

第１６条 市は、市民等が自主的に行う再生資源に係る回収活動、緑化活動、環境美化活動その他の

良好な環境の保全及び創造に資する活動が促進されるように、これらの活動に対する助成、技術的

な指導又は助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第１７条 市は、環境の状況を把握し、及び良好な環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施す

るために必要な監視、測定等の体制を整備するものとする。 

（国、他の地方公共団体等との協力） 

第１８条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の推進に関し広域的な対応が必要な場合

は、国、他の地方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとする。 

第３節 環境保全協定 

（環境保全協定の締結） 

第１９条 市長は、事業者と協働して良好な環境の保全及び創造に資する活動を実施するため、市長

が別に定める事業所と環境保全協定について協議し、その締結に努めなければならない。 

（環境保全協定の内容） 

第２０条 環境保全協定は、次に掲げる事項について定めることができるものとする。 

(1) 公害の防止に関すること。 

(2) 緑化の推進に関すること。 

(3) 省エネルギー、再生製品の使用、廃棄物の減量・適正処理、環境に配慮した施設整備その他環
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境への負荷の低減に関すること。 

(4) 環境保全活動等への従業員の自主的参加の支援に関すること。 

(5) 環境管理体制等の整備に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に資する活動に関すること。 

第３章 久留米市環境審議会 

（環境審議会） 

第２１条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定に基づき、久留米市環境審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する重要事項 

３ 前２項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

５ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の久留米市環境保全基本条例第６条第１項に規定

する久留米市環境保全審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に審議会の委員に

委嘱された者とみなす。 

 

 

 


